
質問 回答 回答公表日

1 監理技術者について

本件では監理技術者を「選任」することとありますが、
これは「専任」ではないという理解で宜しいでしょう
か。

2 監理技術者について

仮に「専任」であったとした場合、製品の納期が掛かる
などの理由で現場作業が実質的に停止している間は
「専任」を外せますか。

3 監理技術者について

仮に「専任」であったとした場合、「専任」の者を交代し
ても良いでしょうか。

4 監理技術者について

仮に「専任」であったとした場合、他の工事との兼任を
しても宜しいでしょうか。

公共施設照明ＬＥＤ化業務委託（債務負担行為）
募集要領等への質問回答

・仕様書７ページ[７]－②の監理技術者とは、建設業法第２６条第２項及び第３項に規
定されるもので、「専任の監理技術者」を配置すること。
・なお、仕様書の該当箇所を一部修正し、【仕様書（R8.4.16版）】として松山市HPで公
表する。

R8.4.16

・（別紙３）評価基準書[１]－②のとおり、技術者の配置計画を含め、業務執行体制は評
価の対象となるものである。
・そのため、監理技術者をはじめ、プロポーザルで提案のあった配置予定技術者の交代
は原則として認めない。
・ただし、監理技術者の「交代」については、「監理技術者制度運用マニュアル（平成１６
年３月１日国総建第３１６号）」に基づき、協議に応じる。

R8.4.16

・監理技術者が他の請負工事と兼任することは認められない。
・なお、（参考資料ア）契約書案４ページ第１２条第３項については、本件の複数の工事現
場の兼務を認めることを指すものであったが、誤解を招く恐れがあることから、当該条
項を削除修正し、【契約書案（R8.4.16版）】として松山市HPで公表する。

R8.4.16

・監理技術者は「専任」とする。
・ただし、「監理技術者制度運用マニュアル（平成１６年３月１日国総建第３１６号）」で専
任を要しない期間については、協議に応じる。

R8.4.16

【事務局】松山市理財部管財課
(TEL948-6946)



質問 回答 回答公表日

公共施設照明ＬＥＤ化業務委託（債務負担行為）
募集要領等への質問回答

5 監理技術者について

仕様書に言う「監理技術者」とは建設業法上の有資格
者のことでしょうか。それとも「業務責任者」「実務主任
者」と同じく本件独自の用語でしょうか。

6 監理技術者について

「監理技術者」はグループに１名でよろしいでしょうか。

7 提案限度価格について

提案上限額について令和９～令和12年度の各々の提
案限度額をお示し下さい。

8 提案書等（副本）の作成要領について

提案書は、「事業者名や社章等参加が特定できないよ
うに加工する」とありますが、市内企業の活用を表明
する為、市内企業からの関心表明書を提案書に添付す
る事は可能でしょうか。

・回答No.１を参照のこと。
・なお、仕様書の該当箇所を一部修正し、【仕様書（R8.4.16版）】として松山市HPで公
表する。

R8.4.16

・お見込みのとおり。
・ただし、2名以上の配置の提案を妨げるものではない。

R8.4.16

・令和9～１２年度までの年度ごとの提案限度価格はない。

R8.4.20

・参加する事業者名そのものを記述したものではないため、市内企業からの関心表明
書を提案書に添付することは可能とする。

R8.4.20

【事務局】松山市理財部管財課
(TEL948-6946)



質問 回答 回答公表日

公共施設照明ＬＥＤ化業務委託（債務負担行為）
募集要領等への質問回答

9 業務の内容（設計）について

「作業に伴う足場について、その設置に伴う費用は受
託者負担とする」と記載がございますが、公平性確保
のため、足場・高所作業車が必要な箇所と高さを御教
示願います。

10 業務の内容（設計）について

「資材置き場について、事前に施設担当者と協議のす
る」と記載が御座いますが、空き部屋等をお借りして
施設内に収納できる場合は、無償借用できる認識でよ
ろしいでしょうか。

・お見込のとおり。

R8.4.20

・作業に伴う足場等については、下記の箇所を想定しているが、設置の要否については
既存図面の閲覧・現地調査等により、受託者にて判断すること。

〇野外活動センター
・体育館棟（アリーナ、書庫）
・管理棟（ロビー）
・キャンプオフィス（リヤカー置き場）
・雨天キャンプ場
・ハグハグハウス
・野外教室A・B
〇松山中央公園野球場（観客席）
〇松山中央公園サブ球場
〇松山中央公園屋内運動場（全面）
〇松山中央公園プール
〇北条体育館（アリーナ）
〇畑寺福祉センター（遊戯室）
〇南部児童センター体育室（体育室）

〇小学校・中学校屋内運動場・公民館屋内運動場（アリーナ・ステージ）
〇中学校柔剣道場（柔道場・剣道場）
〇学校給食共同調理場（調理室）

〇その他　階段室、吹抜け　外部（屋外ポール灯、外壁面）　等

・既存図面等の貸与又は閲覧については募集要領４ページ[１５]、現場調査については
募集要領５ページ[１７]～[１８]のとおり。

R8.4.28

【事務局】松山市理財部管財課
(TEL948-6946)



質問 回答 回答公表日

公共施設照明ＬＥＤ化業務委託（債務負担行為）
募集要領等への質問回答

11 業務の内容（施工）について

「ポール照明やガーデンライトの更新にあたっては、
ポールの劣化状態を確認し、市に報告する事」と記載
が御座いますが、目視による状態確認という認識でよ
ろしいでしょうか。

12 業務の内容（施工）について

絶縁測定の結果、測定値が不良とした場合、既設の配
線劣化と判断した場合、貴市負担にて改修ということ
でよろしいでしょうか。

13 業務の内容（施工）について

対象施設において石綿含有の調査は行われているで
しょうか。調査済であればご教示お願いします。

14 業務の内容（施工）について

簡易に移動が出来ない什器があった場合の移動費用
は、協議と考えてよろしいでしょうか。

・お見込みのとおり。
・なお、地際の目視等も含む。

R8.4.20

・お見込みのとおり。

R8.4.20

・対象施設におけるアスベスト含有については、仕様書３ページ③－（セ）のとおり、受託
者が事前調査を行うこと。

R8.4.20

・お見込みのとおり。

R8.4.20

【事務局】松山市理財部管財課
(TEL948-6946)



質問 回答 回答公表日

公共施設照明ＬＥＤ化業務委託（債務負担行為）
募集要領等への質問回答

15 業務の内容（施工）について

「用途により照明器具の破損が考えられる場合はガー
ド付きとし」と記載がございますが、ガードを設置する
施設名を御教示願います。

16 業務の内容（施工）について

電動昇降装置については撤去と記載が御座いますが、
制御盤,制御線の配管は残置で良いでしょうか。

17 業務の内容（施工）について

受注後に貴市や施設管理者様と協議して要項記載以
外の施工可能日があった場合に作業の実施は可能で
しょうか。

18 業務の内容（施工）について

長期休み、土日祝日、夜間での施工にあたり、貴市の
指定する警備員を配置する必要はあるでしょうか。ま
た、必要な場合、その費用は貴市と受託事業者のどち
らの負担になりますでしょうか。

・仕様書４ページ[５]－③－（ネ）のとおり、現場作業時間は施設担当者と協議の上で決
定するものであり、休館日・休館時間での作業の可否や、警備員や誘導員の配置、施設
管理者の立ち合いの要否等についても、施設担当者との協議で決定すること。
・なお、警備員や誘導員の配置が必要となった場合は、原則として受託事業者の負担と
する。 R8.4.20

・お見込みのとおり。

R8.4.20

・回答No.１８を参照のこと。

R8.4.20

・高天井器具、誘導灯ガード設置を想定している施設は以下のとおり。
　
○中央公園屋内運動場
○北条体育館
○南部児童センター（体育室）
〇小学校・中学校・公民館の屋内運動場（アリーナ）
なお、詳細については、受託後、協議により決定するものとする。

R8.4.28

【事務局】松山市理財部管財課
(TEL948-6946)



質問 回答 回答公表日

公共施設照明ＬＥＤ化業務委託（債務負担行為）
募集要領等への質問回答

19 業務の内容（施工）について

施設クローズ時の作業になりますが、貴市の指定する
警備会社の誘導員を配置する必要はあるでしょうか。
必要な場合、その費用は貴市と受託事業者のどちらの
負担になりますでしょうか。

20 業務の内容（施工）について

下面ルーバ付き既設蛍光灯は、パソコンモニターなど
への映り込みも現状考えにくいことから、更新にあ
たって一般型（ライトバータイプ、ルーバ無し）としても
よろしいでしょうか。

21 業務の内容（施工）について

既存の照明設備の中で、調光機能（有線・無線等）を有
する施設がございましたら、配線図及び運用状況（連
続・段調光等）を御教示願います。

22 委託料について

提案書に記載した見積書と受託後に現場調査を経て
作成した見積書に乖離が生じることが予想されます。
その場合は、合理的な理由があれば、変更等の協議は
可能、という理解でよろしいでしょうか。

・一般型（ライトバータイプ、ルーバー無し）での更新も可とする。なお、詳細については、
受託後、協議により決定するものとする。

R8.4.20

・回答No.１8を参照のこと。

R8.4.20

・現況に合わせることを想定しており、既存図面等の貸与又は閲覧については募集要領
４ページ[１５]、現場調査については募集要領５ページ[１７]～[１８]のとおり。
なお、詳細については、受託後、協議により決定するものとする。

R8.4.20

・お見込みのとおり。

R8.4.20

【事務局】松山市理財部管財課
(TEL948-6946)



質問 回答 回答公表日

公共施設照明ＬＥＤ化業務委託（債務負担行為）
募集要領等への質問回答

23 業務の内容（施工）について

避難口誘導灯・通路誘導灯で火災報知器等と連動して
いる設備については、公募資料の照明器具リストから
の判断は困難です。提案時は一般形の非難誘導灯・通
路誘導灯器具で提案を行い、受注後の現地調査で判
明した場合は、別途協議という解釈でよろしいでしょ
うか。

24 様式６「業務実績」について

提案書様式６の業務実績は、ＥＳＣＯ契約の場合、締結
し工事竣工したもの、という認識でよろしいでしょう
か。

25 様式６「業務実績」について

提案書様式６の業務実績に添付する契約書の写しは、
個人情報等含まれるため、事業名・契約者及び金額が
判断できるページのみでよろしいでしょうか。

26 契約保証金について

契約保証金は、免除という認識でよろしいでしょうか。

・お見込みのとおり。

R8.4.20

・お見込みのとおり。

R8.4.20

・契約保証金の免除については、「松山市契約規則（平成２０年３月２４日規則第１１号）」
第４２条に定めるとおりであり、本業務については（参考資料ア）契約約款（案）第５条の
とおりとする。

R8.4.20

・お見込みのとおり。

R8.4.20

【事務局】松山市理財部管財課
(TEL948-6946)



質問 回答 回答公表日

公共施設照明ＬＥＤ化業務委託（債務負担行為）
募集要領等への質問回答

27 損害賠償について

本事業の契約によって生じる損害賠償の範囲につい
ては、二次損害（逸失利益等の間接損害）は含まないと
の理解でよろしいでしょうか。

28 業務の内容（設計）について

設計図面に企画・設計役割の押印が必要でしょうか。

29 参加資格要件（資格）について

企画・設計役割として、「設備設計一級建築士又は建築
設備士の資格を持つ者が所属」すること、とあります
が、法人格を有するＡ設計事務所にはこれらの有資格
者がおりません。そこで、当該設計事務所が法人格の
ない個人のＢ氏に業務委託をすることで、企画・設計
役割として参画したいと考えております。
技術的な監修を目的とするのであれば、実質的に要件
を満たすと考えますが、認めていただけないでしょう
か。

30 監理技術者について

施工役割が２社（A社とB社）の場合、グループ内の監
理技術者は合計１名でよろしいでしょうか。

・監理技術者は、回答No.1のとおり、建設業法の規定に基づき配置するものである。
・施工役割の構成員が２者いる場合、各構成員が監理技術者を配置する必要があるか
否かは、建設業法の規定に基づき判断すること。
・なお、施工役割が2者以上いる場合、「様式５　業務執行体制」で各構成員の役割分担
を明示すること。
・業務執行体制については、（別紙３）評価基準書[1]－②の評価の参考となるものであ
ることを申し添える。

R8.4.23

・（参考資料ア）契約約款（案）を公表しているが、“案”として提示しているものであり、
本業務によって生じる損害賠償の範囲を含め、契約内容は契約締結時に両者協議によ
り最終決定する。

R8.4.20

・設計図面への押印は不要とする。

R8.4.20

・募集要領２ページ[８－３]－①のとおりとする。
・なお、参加資格要件を満たさない者からの参加については、募集要領９ページ[24]
－②に該当するものとして失格とする。

R8.4.20

【事務局】松山市理財部管財課
(TEL948-6946)



質問 回答 回答公表日

公共施設照明ＬＥＤ化業務委託（債務負担行為）
募集要領等への質問回答

31 監理技術者について

仮に2社＝各社1名選出し合計2名が必要な場合、R9
の工事はA社のみ実施のためA社より1名専任します。
R10の工事はB社のみ実施のためＢ社より1名専任し
ます。その場合、常に工事期間中はグループ1名専任
がいるので問題ないという理解でよろしいでしょう
か。

32 参加表明後の辞退について

参加表明後に辞退した場合、ペナルティはありますか。

33 業務の内容（施工）について

1次側（スイッチや配線設備）の故障等で現在使用され
ていない照明器具は更新対象でしょうか。その場合、
一次側の修繕費用は貴市ご負担と理解して宜しいで
しょうか。

・募集要領[8-1]～[8-4]の参加資格要件並びに仕様書[7]業務の実施体制を遵守し
た上であれば、グループの構成や監理技術者等の技術者の配置計画は参加者の提案に
よるものとする。
・ご質問の例については、参加資格要件や建設業法等の関係法令を遵守できているの
であれば、提案可能と解して差し支えない。その場合、「様式５　業務執行体制」で上記
募集要領・仕様書の該当項目が遵守できていることがわかるよう明示すること。
・なお、業務執行体制（グループ構成や構成員の実績、監理技術者の能力や配置計画
等）は、（別紙３）評価基準書[1]－②の評価の参考となるものであることを申し添える。

R8.4.23

・参加表明後の辞退によるペナルティはない。
・なお、辞退する場合は事務局に事前連絡の上、書面で提出すること。（様式は問わな
い）

R8.4.24

・お見込みのとおり

R8.4.24

【事務局】松山市理財部管財課
(TEL948-6946)



質問 回答 回答公表日

公共施設照明ＬＥＤ化業務委託（債務負担行為）
募集要領等への質問回答

34 プレゼンテーション・ヒアリング審査について

プレゼンテーション資料の提出は提案書提出時ではな
く、プレゼンテーション当日でよろしいでしょうか。

35 業務の内容（施工）について

照明器具の安定器のPCB含有の調査は、貴市にて実
施済みで、PCBを含有している器具は無いと理解して
宜しいでしょうか。

36 業務の内容（施工）について

PCBの含有が疑われた場合、製造業者のホームペー
ジで確認し含有有りと結果になった場合、その結果を
貴市へ報告するとの理解でよろしいでしょうか。また、
事業者で処分した場合、費用は貴市負担という理解で
よろしいでしょうか。

37 業務の内容（施工）について

既存誘導灯が設置されているところに、既に器具跡が
ある場合は、事業費を抑えるためにリニューアルプ
レートは不要でよろしいでしょうか。

・機能上及び取付に支障がなければ、リニューアルプレートを視覚的な汚れ隠しとして
設置する必要はない。

R8.4.24

・審査当日に使用するプレゼン資料の提出は不要。

R8.4.24

・本市が行った調査の結果、現時点でPCB含有機器は確認されていない。ただし、本業
務中で、PCB含有が疑われる機器を発見した場合は、機器製造者に確認し、機器に
PCBが含有していれば、本市に引き渡すこと。

R8.4.24

・回答No.35を参照のこと。

R8.4.24

【事務局】松山市理財部管財課
(TEL948-6946)



質問 回答 回答公表日

公共施設照明ＬＥＤ化業務委託（債務負担行為）
募集要領等への質問回答

38 参加表明後の辞退について

参加申請後に辞退した場合でも、辞退届を提出すれば
ペナルティはないという認識でよろしいでしょうか。

39 選考方法について

受注候補者となった場合、詳細協議にて事業が困難と
判断し辞退した場合、ペナルティはないという認識で
よろしいでしょうか。

40 プレゼンテーション・ヒアリング審査について

プレゼンテーションにはパワーポイント等を用いて説
明させていただいてもよろしいでしょうか。

41 履行期間の変更について

天災、社会情勢に伴う照明器具の納期等が契約締結
時より悪化し、施工着手日を超えてしまう可能性があ
る場合やその他の不可抗力により施行着手日を超え
てしまう可能性がある場合は協議いただけると考えて
よろしいでしょうか。

・回答No.32を参照のこと。

R8.4.28

・募集要領３ページ[１０]－④のとおり、優先交渉権者との随意契約の交渉の結果、合
意に至らない場合は、次点の者から順に交渉を行うが、この際、合意に至らないことに
つきペナルティは発生しない。

R8.4.28

・募集要領８ページ［23］－（５）留意事項のとおり。

R8.4.28

・仕様書2ページ［5］のとおり、現地調査の結果をもとに作成した事業計画に沿って進
めるものとする。
・ただし、やむを得ない事情により、事業計画の実施が難しい場合は、両者協議の上、事
業計画を適宜見直すものとする。

R8.4.28

【事務局】松山市理財部管財課
(TEL948-6946)



質問 回答 回答公表日

公共施設照明ＬＥＤ化業務委託（債務負担行為）
募集要領等への質問回答

42 固定資産税について

固定資産税は不要という認識でよろしいでしょうか。

43 委託料の支払いについて

前払い金及び部分払いのお支払い上限額はございま
すか。
また、前払い金の支払いのタイミングはR９度を含め各
年度の４月にお支払いいただけるという認識でよろし
いでしょうか。

44 履行保証保険の加入について

履行保証保険の加入は必須という認識でよろしいで
しょうか。
履行保証保険の加入以外の契約保証金の免除条件が
あればご教授ください。

45 入札保証金及び契約保証金について

入札保証金及び契約保証金は免除という認識でよろ
しいでしょうか。
免除ではない場合、競争入札参加資格を有し、過去5
年の間に地方公共団体と締結した同種同規模以上（本
事業のLED照明数量以上）の賃貸借契約書を２件以上
提出すれば、免除という認識でよろしいでしょうか。

・（参考資料ア）契約約款（案）第3５条第１項、第４項のとおり、委託料の前金払及び中間
前払金を請求する場合には、保証事業会社と保証契約を締結し、保証証書を本市に寄
託しなければならない。
・また、契約保証金の免除については回答No.26を参照のこと。

R8.4.28

・入札保証金については納付不要。
・契約保証金については回答No.26を参照のこと。

R8.4.28

・お見込みのとおり。
・（参考資料ア）契約約款（案）第３８条のとおり、各年度の成果物について部分引渡しを
受けることを想定しているため、受託者に固定資産税は課税されない。

R8.4.28

・（参考資料ア）契約約款（案）第3５条第１項及び第４項のとおりとする。
・また、仕様書８ページ［10］のとおり、前払金及び中間前払金の支払いは、適法な請求
のあった日から４０日以内に支払うものとする。

R8.4.28

【事務局】松山市理財部管財課
(TEL948-6946)



質問 回答 回答公表日

公共施設照明ＬＥＤ化業務委託（債務負担行為）
募集要領等への質問回答

46 委託料改定について

施工が４か年と長期にわたるため、物価上昇や人件費
が契約時よりも高騰した場合、協議頂けるものと考え
てよろしいでしょうか。

47 業務の内容（施工）について

仕様書：④既存器具等の撤去・運搬・廃棄（ア）撤去した
既設照明器具等を産業廃棄物として処理するにあた
り、受託者が排出事業者としての責任を負うこと。と、
ありますが、PCBが含まれるものの処分は市にて行う
と考えてよろしいでしょうか。

48 業務の内容（施工）について

アスベスト調査を実施することとありますが、事業費
の算出条件を統一するため、調査が必要な施設数及び
箇所数をお示しください。

49 提案書等の提出について

募集要領：［１９］提案書等の提出（３）提出部数11部
（正１、副７、CD-R１）
とありますが、正１、副１０、CD-R１という理解でよろ
しいでしょうか。

・委託料の改定については、仕様書８ページ[１１]及び（参考資料ア）契約約款（案）第４１
条のとおりである。
・ただし、（参考資料ア）契約約款（案）は“案”として提示しているものであり、本業務に
おける委託料改定の規定を含め、契約内容は契約締結時に両者協議により最終決定す
る。 R8.4.28

・回答No.35を参照のこと。

R8.4.28

・回答No.13を参照のこと。

R8.4.28

・提出部数８部（正本１部、副本７部、CD-R１部）とする。
・なお、募集要領の該当箇所を一部修正し、【募集要領（R8.4.28版）】として松山市HP
で公表する。

R8.4.28

【事務局】松山市理財部管財課
(TEL948-6946)



質問 回答 回答公表日

公共施設照明ＬＥＤ化業務委託（債務負担行為）
募集要領等への質問回答

50 【別紙３】評価基準書について

評価項目に下請けとして参加予定の企業のうち、市内
企業の占める割合はどうか。とありますが、構成員と
して参加する企業は元請けであり、構成員から発注す
る市内企業の割合が評価になるという認識でよろし
いでしょうか。

・お見込みのとおり。

R8.4.28

【事務局】松山市理財部管財課
(TEL948-6946)


